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○ 児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 九 号

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 九 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

本人及び扶養義務者に係る徴収金基準額表 本人及び扶養義務者に係る徴収金基準額表

母子生活支 母子生活支

援施設児 援施設児、 、

童心理治療 童心理治療

各月初日の措置
施設（児童

各月初日の措置
施設（児童

児童の属する世入所施設
を通わせて

児童の属する世入所施設
を通わせて

帯の階層区分
支援を行う

帯の階層区分
支援を行う

場合に限 場合に限

る）及び る）及び。 。

自立援助 自立援助

ホム ホムー ー

階層
徴収金徴収金

階層
徴収金徴収金

区分
定義基準額基準額

区分
定義基準額基準額

（月額） （月額） （月額） （月額）

略 略

１・２略 １・２略

３この表の「入所施設」とは乳児 ３この表の「入所施設」とは乳児、 、

院児童養護施設障害児入所施設 院児童養護施設障害児入所施設、 、 、 、 、 、

指定発達支援医療機関（肢体不自由児 指定医療機関 （肢体不自由児

又は重症心身障害児の入院に係るもの 又は重症心身障害児の入院に係るもの

に限る） 児童心理治療施設（児童 に限る） 児童心理治療施設（児童。 、 。 、

を通わせて支援を行う場合を除 を通わせて支援を行う場合を除

く） 児童自立支援施設助産施 く） 児童自立支援施設助産施。 、 、 。 、 、

設小規模住居型児童養育事業所及び 設小規模住居型児童養育事業所及び、 、

里親をいう 里親をいう。 。

備 備

４７略 ４７略～ ～

８障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関に措置された児童が３歳に達す

る日以後の最初の３月31日を経過した

障害児であつて小学校就学の始期に達

するまでの間にあるものである場合に

はこの表の規定にかかわらず当該、 、

児童に係る措置費のうち実費負担額

（知事が別に定める額をいう以下同。

じ）に係る部分を除いた部分につい。

ては徴収しないものとするただし。 、

考当該児童に係る措置費のうち実費負担考

額に係る部分についてはこの表の基、

準額を上限として徴収することができ

る。

９障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関に措置された児童であつてＢ、

階層と認定された世帯に属するものが

３歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある障害児である場合にお

ける当該児童に係る措置費の徴収につ

いては前項の規定を準用する、 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 の 規 定 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 以 後 の 措 置 に 要 す る 費 用 の 徴 収 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 措 置

に 要 す る 費 用 の 徴 収 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ こ ど も 政 策 課 ）
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○ 児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 九 号

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 元 年 九 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

児 童 福 祉 法 第 五 十 六 条 の 規 定 に よ る 費 用 徴 収 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

本人及び扶養義務者に係る徴収金基準額表 本人及び扶養義務者に係る徴収金基準額表

母子生活支 母子生活支

援施設児 援施設児、 、

童心理治療 童心理治療

各月初日の措置
施設（児童

各月初日の措置
施設（児童

児童の属する世入所施設
を通わせて

児童の属する世入所施設
を通わせて

帯の階層区分
支援を行う

帯の階層区分
支援を行う

場合に限 場合に限

る）及び る）及び。 。

自立援助 自立援助

ホム ホムー ー

階層
徴収金徴収金

階層
徴収金徴収金

区分
定義基準額基準額

区分
定義基準額基準額

（月額） （月額） （月額） （月額）

略 略

１・２略 １・２略

３この表の「入所施設」とは乳児 ３この表の「入所施設」とは乳児、 、

院児童養護施設障害児入所施設 院児童養護施設障害児入所施設、 、 、 、 、 、

指定発達支援医療機関（肢体不自由児 指定医療機関 （肢体不自由児

又は重症心身障害児の入院に係るもの 又は重症心身障害児の入院に係るもの

に限る） 児童心理治療施設（児童 に限る） 児童心理治療施設（児童。 、 。 、

を通わせて支援を行う場合を除 を通わせて支援を行う場合を除

く） 児童自立支援施設助産施 く） 児童自立支援施設助産施。 、 、 。 、 、

設小規模住居型児童養育事業所及び 設小規模住居型児童養育事業所及び、 、

里親をいう 里親をいう。 。

備 備

４７略 ４７略～ ～

８障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関に措置された児童が３歳に達す

る日以後の最初の３月31日を経過した

障害児であつて小学校就学の始期に達

するまでの間にあるものである場合に

はこの表の規定にかかわらず当該、 、

児童に係る措置費のうち実費負担額

（知事が別に定める額をいう以下同。

じ）に係る部分を除いた部分につい。

ては徴収しないものとするただし。 、

考当該児童に係る措置費のうち実費負担考

額に係る部分についてはこの表の基、

準額を上限として徴収することができ

る。

９障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関に措置された児童であつてＢ、

階層と認定された世帯に属するものが

３歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある障害児である場合にお

ける当該児童に係る措置費の徴収につ

いては前項の規定を準用する、 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ 改 正 後 の 別 表 の 規 定 は 、 令 和 元 年 十 月 一 日 以 後 の 措 置 に 要 す る 費 用 の 徴 収 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 措 置

に 要 す る 費 用 の 徴 収 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ こ ど も 政 策 課 ）


